
 

 

利用規約 

株式会社みどりデジタルサポート（以下「当社」といいます）は、お客様に対し、エクセルインボイス

チェック（以下「本ソフトウェア」といいます）について、下記のご使用条件により使用を許諾します。 

 

第１条 ソフトウェア製品と装置 

お客様は、本ソフトウェアを、特定の装置１台においてのみ使用することができます。ただし、当該装

置が故障等で使用できない場合、当社の事前の承諾を得て、本ソフトウェアを一時的に他の装置で使用

することができます。なお、「使用する」とは、コンピュータのＲＡＭ等の一時メモリに読み出すこと、

又はコンピュータのハードディスク等の固定メモリに組み込むことを意味するものとし、以下も同様で

す。 

 

第２条 複製 

(１) お客様は、本ソフトウェアを、本条第 2 項の要件に該当する場合を除き、複製することはできませ

ん。 

(２) お客様は、本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内のネットワークサーバ等の装置に複製を

することができます。この場合、当該ネットワークサーバ等の装置の複製ソフトウェアが複製の目的の

ためにのみ使われている限り当該ネットワークサーバ等の装置への複製は前条に定める「使用する」こ

とには含まれないものとします。 

(３) 前項に定めるほか、お客様は本ソフトウェアをバックアップの目的で複製することができます。 

(４) 本条に基づく複製は、オリジナルのソフトウェア製品に含まれているタイトル、商標、著作権表示、

制限された権利に関する表示の全てをその複製が含んでいる限りにおいて認められます。 

(５) お客様は、本ソフトウェアが保存されている記録媒体を廃棄する場合、廃棄に先立って、必ず本ソ

フトウェアを消滅させるものとします。 

 

第３条 免責事項 

(１)当社は、本ソフトウェアに関するいかなる保証および賠償を行いません。従って本ソフトウェアに

関して発生した問題は、お客様の責任および費用負担によって処理されるものとします。 

(２)当社は、本ソフトウェアの利用により、お客様、利用者又は第三者が被った被害について、一切の

責任を負わないものとします。 

(３)当社は、本ソフトウェアの作動停止、休止又は中断により発生したお客様、利用者又は第三者が被

った損害について、一切の責任を負わないものとします。 

(４) 本ソフトウェアは国税庁適格請求書発行事業者公表サイト API からデータを取得し国税庁適格請

求書発行事業者を判定しておりますので、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト API が終了または中

断した場合は判定ができないことをお客様は了承し、当社は一切の責任は負わないものとします。 

 

第４条 完全性 

お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部をリバース・エンジニアリング、逆アセンブル又は逆コ

ンパイルしたり、または第三者にそれらの行為を行わせることはできません。 



 

 

また、お客様は、本ソフトウェアの改変、本ソフトウェアの全てまたは一部を取り出して他のプログラ

ムに組み込む行為等はすべて禁止されるものとします。 

 

第５条 著作権 

本ソフトウェアは、当社及び当社がサブライセンス権を受けている全てのサードパーティーの知的財産

であり、著作権法、国際的な著作権協定、その他の知的財産保護法及び保護協定により保護されていま

す。お客様は、有償無償を問わずに、a) 商業タイムシェアリング、レンタル、リース、又は、サービス

局を営む目的で、本ソフトウェアを使用することはできません。b) 本ソフトウェアを配布したり、第三

者にサブライセンス許諾したり、市場に出したり、販売することはできません。c)本規約記載のお客様

の権利又は義務を第三者に割り当てたり、譲渡したり、委任したりすることはできません。d) 本ソフト

ウェアに関するベンチマーク又はその他のパフォーマンステストの結果を公表することはできません。 

 

第６条 使用許諾の終了 

(１) お客様が本規約の条項の全てを遵守できない場合には、本規約に基づく本ソフトウェアの使用の許

諾は当社からの通知なしに即座に終了されます。この場合、当社は、受領した料金をお客様に返還いた

しません。 

(２)前項の場合を含め、理由の如何を問わず、本規約に基づく使用許諾が終了した後は、お客様は即座

に本ソフトウェア及びこのコピーの全部又は一部を返却、廃棄する必要があります。また、当社の要求

があれば、お客様が廃棄を実施したことを証する書面を当社に提出する必要があります。 

 

第７条 追加条件書 

本ソフトウェアに追加の使用条件がある場合、別途作成される「ソフトウェア使用追加条件書」の定め

が併せて適用されるものとし、当該「ソフトウェア使用追加条件書」に本規約と異なる定めがある場合

は前者の定めが優先して適用されるものとします。 

第８条 管轄裁判所 

本規約に関する一切の紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理す

るものとします。 

 

第９条 協議 

本規約の内容について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、お客様と当社双方で

協議し、円満に解決を図るものとします。 

 

第１０条 規約の変更 

お客様は、当社が本規約を変更することがあり、当該変更については、ホームページ等による公表をも

ってなされることをあらかじめ了承するものとします。 
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